
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉用具のリサイクルを 

   お手伝いします！ 

譲りたい！ 譲って欲しい！ 

ご家庭で不用になった福祉用具を「譲りたい方」と、「譲って欲しい方」

の間の情報の橋渡しを、社協がお手伝いします。  

■対象となる福祉用具（無償譲渡できるものに限る。）  

歩行 器、シル バー カー（手 押し 車 ）、セ ニア カー（ 電 動車 ）、杖 、入浴 補助

用具 、ス ロー プ、 その 他  

※衛生上問題なく安全かつ修理を必要としないものに限ります。 

※対象となる用具は、どなたでも利用可能な一般的な物とし、オーダーメイド品など、 

特定の個人に合せた仕様の物は除きます。 

歩 行 器  シルバーカー セニアカー 杖 

(例 ) 

■ご利用できる方  

幸手 市内 に住 所を 有す る個 人の 方で 、営 利を 目的 とし ない 方  

■事業の流れ  

社協 は、不 用 に な った 福祉 用具 を「 譲り たい」方 か ら の情 報を ホー ムペ ー

ジ等 に掲 載・情報 発信 し、その 福祉 用具 を「 譲っ て欲 しい 」方 を募 集 し ま

す。双 方の 間で 情 報の 橋渡 しを する こと で、福 祉用 具 の譲 渡を 斡旋 しま す。 
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①社協に登録 ②ホームページ等で情報提供 

③欲しい福祉用具を社協に申込み 

④双方へ連絡（斡旋） ④双方へ連絡（斡旋） 

⑤直接交渉 
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譲っ て欲 しい 方  

◆登 録 申 請に あた り、用 具の 状態 や 使用 状況 につ いて の情 報及 び用 具の

写真 デー タ を いた だき ます 。（ 写真 は社 協職 員が 撮影 に伺 いま す。）  

◆ 登 録 中 の 福 祉 用 具 の 保 管 は 自 身 で お 願 い し ま す 。（ 社 協 で の お 預 か り

はで きま せん 。）  

◆登 録期 間は ６ヶ 月で す。（延 長可 ）  

◆ 登 録 を 取 り 消 す 場 合 は 、 申 請 が 必 要 と な り ま す 。（ 登 録 中 に 福 祉 用 具

を処 分す るこ とは でき ませ ん。  

◆衛 生面 及び 安全 面で 問題 があ ると 判断 され る用 具に つい ては、登録 を

お断 りす る場 合が あり ます 。  

◆ 対 象 と な る 用 具 は 無 償 で 譲 渡 で き る 物 に 限 り ま す 。（ 営 利 目 的 の 方 は

登録 でき ませ ん。）  

譲り たい 方  

◆申 込み は、 実際 に使 用さ れる 方が 行っ てく ださ い。  

◆譲 って 欲し い方 が複 数い る場 合、最初 の１ ４日 以内 は『抽 選』で 候補

者を 決定 し、 その 後は 『先 着順 』と しま す。  

◆利 用料 金は 無料 です が、交 渉成 立 後の 運搬 や譲 り受 けた 後の 整備、修

理、 清掃 等に 関す る費 用は 、譲 り受 けた 方の 負担 とな りま す。  

◆ 交 渉 の 結 果 に つ い て は 、「 譲 っ て 欲 し い 方 」 が 速 や か に 社 協 に 対 し 報

告し てく ださ い。  

◆ 必 ず 現 物 を 見 て 衛 生 面 及 び 安 全 面 の 確 認 を お 願 い し ま す 。（ 不 適 正 に

使用 した り、お 体 に合 わな い物 を使 用す ると 重大 な怪 我や 事故 につ な

がる 場合 があ りま すの でご 注意 くだ さい 。）  

■注意事項  

◆社 協斡 旋後 の交 渉、用 具の 受け 渡 しは、双方 の責 任 で誠 実に 行っ てく

ださ い。  

◆譲 渡や その 後の 使用 に関 して 問題 が生 じた 場合、社 協で は一 切の 責任

を負 いか ねま すの でご 了承 くだ さい 。  

 

 福祉用具の登録情報は、「幸手市社会福祉協議会」
のホームページからご確認できます。  

ＵＲＬ： http://www.satte-syakyo.or.jp/ 

お問合せ： (福 )幸手市社会福祉協議会（℡  43-3277）  

http://www.satte-syakyo.or.jp/

